
様式第７号（第７条関係）                受付番号(    ) 

豊前市空き家情報登録制度「空き家バンク」利用希望登録申込書 

令和  年  月  日 

 

豊 前 市 長  様 

申込者 〒                  

住所                 

氏名                 

電話 （    ）  －            

 携帯電話               

 

 豊前市「空き家バンク」制度により、次のとおり空き家を利用したいので申し込み

ます。 

 なお、本制度により得た情報は、豊前市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置

要綱の規定に沿って私自身が利用し、他の目的には一切利用しません。また、申込書

の内容の一部又は全部を所有者等の求めに応じて提供することを承諾します。 

 

移住希望の理由 □定住   □セカンドハウス 

□就業（農業・漁業・林業・その他）□その他 

希望する空き家 空き家登録番号（   ）・（   ）・（   ） 

※必ず記入してください。 

 

 

家族構成 

氏  名 続柄 年齢 職 業 

 本人   

    

    

    

    

 

 

空き家台帳以外で希望す

る条件 

□賃貸希望   希望賃料       円／月 

□購入希望   希望価格       万円 

希望する地域 □市街地・□中山間地域・□その他 

間取り □ＤＫ  ・  □ＬＤＫ 

駐車場 □有(  台) ・□無 

家庭菜園 □有(  ㎡) ・□無 

その他  

その他特記事項  

※ 豊前市は、契約等に一切関与しません。 

※ 申込に関する個人情報は、豊前市空き家バンク制度の目的以外に利用しません。 

※ 利用者は市税等に未納がないことが必要です。 



 

誓   約   書 

 

 豊 前 市 長 様 

 

 私(当法人)は、豊前市空き家情報登録制度「空き家バンク」の利用申込みにあたり、豊前市空き家情

報登録制度「空き家バンク」設置要綱に定める制度の趣旨を理解した上で、申込みを行います。 

 豊前市空き家情報登録制度「空き家バンク」の申込みを通じて取得した情報については、私(当法人)

自身が目的に沿って利用し、決して他の目的で使うことはありません。 

 今後、空き家を利用することとなったときは、豊前市の生活文化に対する理解を深め、居住者とし

ての自覚を持ち、よき地域住民となることをここに誓約いたします。 

 また、私(当法人)は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 6 号に規定する暴力団員ではないこと及び申請書記載事項に偽りはなく、公序良俗に反しないこ

とを誓約します。 

なお、この誓約書の内容について、豊前市が福岡県警察本部その他関係機関に照会することを承諾し

ます。 

 

令和   年   月   日 

住 所 

 

                   氏 名                   

                  （法人名・代表社名） 

 

《誓約事項》 

１ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴力的組織」

という。）ではありません。 

２ 役員等（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。）が、

暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)ではありません。 

３ 構成員等であることを承知の上で、雇用し、又は使用していません。 

４ 暴力的組織又は構成員等であることを承知の上で、その者と商取引を行いません。 

５ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組

織又は構成員等を利用しません。 

６ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益または便宜を供与しません。 

７ 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に

損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用しません。また、暴力団組織又は構成員

等に経済上の利益又は便宜を供与しません。 

８ 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有して

いません。 

 

《注意事項》 

１ 豊前市は、情報の公開及び連絡の調整を行いますが、不動産業者等が行うような売買･賃貸契約に

関する仲介行為は行いません。 

２ 契約に関する紛争が生じた場合は、所有者等及び利用希望者の双方の責任において解決してくだ

さい。 

３ 売買契約又は賃貸契約に関する紛争又は損害について、市は一切責任を負いません。            


